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意図を有していなかった者たちが巻き込まれる可能性を可能な限り排除することで、 厳格に仕立て上げら

れていると判断されてきた。 実際に、 例外の要件が存在しなかった、 あるいは被害を与えることなどの特

定の意図を有していたことの要件や曖昧な過失の要件を含んだがために文面上過度広汎であると判示され

た例も存在する236
。 今までの判決でこのような判断がされてきた理由としては、 VanBuren判決内でも

言われていたように、 連邦最高裁がまだ同意なきポルノやリベンジポルノが第 1 修正の保護する言論のカ

テゴリ ーに含まれるかについての問題はまだ検討していないこと、 そして Stevens 判決でもそうであった

ように、 新しく保護されない言論のカテゴリーを創出することに連邦最高裁があまり乗り気でないことが

ある。 しかしながら、 同意のないポルノやリベンジポルノは、 その性質上そもそも第1修正の保護する言

論のカテゴリーには含まれないのではないかという見解がアメリカにおいてもいくつか挙げられている。

(2) 第1修正における言論ではないという見解

VanBuren判決やAustin判決でも言われていたように、 同意なきポルノやリベンジポルノのような言

論は公的関心事に関連する言論とはみなされていない。 これには VanBuren判決の反対意見を執筆した

Skoglund 裁判官も同意している231
0 このことから同意なきポルノやリベンジポルノが言論の自由におい

てそこまで重要な地位を占めていないと判断される余地があるといえ、 学説からもそのような指摘がなさ

れてきた。 最近でも、 George Wright によってサイバー ・ハラスメント238と言論の自由の射程に関する

考察がなされている239
0 Wright によれば、 サイバー・ハラスメントに関する判決がサイバー ・ハラスメ

ント被害を有効に処理することと、 加害者側の正当な言論の自由の衝突を論点としていることを大いに誤

りとしており汽被害者の権利または利益と言論の自由の価値間のトレ ー ドオフに関する裁判上の関心は

見当違いと述べている叫 Wright 曰く、 サイバー・ハラスメントの殆どの典型的な事例において、 問題

のハラスメント的な言論は、 言論として分類されるべきではないとされている242
0 そして、 被害者に深刻

な被害の証明を要求するべきではないとも述べている243。 Wright によれば、 憲法上保護される言論と密

接にかかわるサイバー ・ ハラスメントの稀な事例でのみ、 その規制に対して、 やむにやまれぬまたは最も

重要な公共の利益と、 その利益のために厳格に仕立て上げられた言論の規制の両方を要求する厳格審査を

慎璽に適用すべきとしている汽

Wright は、 サイバー ・ハラスメントの被害者に特に異常に女性が多いこと、 その他のハラスメントの

形態と異なり、 長時間持続し、 そして安価にかつ容易に何人もの人々に再び拡散される傾向があると指摘
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See, e.g., State of Minnesota v. Michael Anthony Casillas, 938 N. W. 2d 74, 77 (2019). 

VanBuren, WL 240695 7 at * 20. 

ネット上におけるハラスメントをさし、 同意なきポルノやリベンジポルノはこのサイパー ・ハラスメントに

含まれるとされている。
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R. George Wright, Cyber Harassment and the Scope of Freedom of Speech, 53 UC DAVIS L. REv.

187, 187 (2020). 
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